
第１回 沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会 

議事概要 

 

１．日時 

平成２６年４月８日（火）１３：３０～１７：３０ 

 

２．出席者 

＜委員＞ 

間瀬肇委員長、依田照彦委員長代理、鈴木英之委員、高橋重雄委員、 

小泉哲也委員 

 

３．議題 

（１） 規約の確認 

（２） 委員会の位置づけ 

（３） 事業の位置づけと概要 

（４） 事故状況について 

（５） 施工計画のレビュー 

（６） 設計のレビュー 

（７） 事故原因究明に向けた今後の進め方 

 

４．議事概要 

 ・「沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会」規約(案)（別添１）が

了承された。 

 ・間瀬委員が委員長に就任し、依田委員が委員長代理に就任した。 

 ・委員会の位置づけについて、別添２により事務局から説明後、了承された。 

 ・沖ノ鳥島港湾工事の「事業の位置づけと概要」及び「事故の状況」について、別

添３により事務局から説明後、質疑を行った。 

・「施工計画のレビュー」、「設計のレビュー」、「事故原因究明に向けた今後の進め

方」について、事務局等より説明後、質疑を行った。 

 ・２～３ヶ月後を目途に中間とりまとめを行うことが了承された。 

 ・各委員から頂いた意見について、次回委員会までに事務局で整理することとなっ

た。 



沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会 

第 1 回委員会 

 

平成 26年 4月 8日（火） 

13:30～17:30  

開催場所：弘済会館  

 

 

議 事 次 第 

 

 

１． 主催者挨拶 

 

２． 委員長挨拶 

 

３． 議事 

（１） 規約の確認 

（２） 委員会の位置づけ 

（３） 事業の位置づけと概要 

（４） 事故状況について 

（５） 施工計画のレビュー 

（６） 設計のレビュー 

（７） 事故原因究明に向けた今後の進め方 

 

４． その他 

 

５． 閉会 



  

 

「沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会」 

 

 

委員名簿 

 

委員長 間瀬
ま せ

 肇
はじめ

   京都大学防災研究所沿岸防災分野 教授（海岸防災工学） 

委 員 鈴木
す ず き

 英之
ひでゆき

  東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授（造船工学） 

依田
よ だ

 照彦
てるひこ

  早稲田大学大学院創造理工学研究科 教授（構造工学） 

高橋
たかはし

 重雄
し げ お

  (独)港湾空港技術研究所理事長（海岸工学） 

小泉
こいずみ

 哲也
て つ や

  国土技術政策総合研究所港湾研究部長（港湾設計、海象） 

 

（敬称略 順不同） 

 

事務局 国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 

 



「沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会」規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本委員会は、沖ノ鳥島港湾工事事故原因究明・再発防止検討委員会

（以下「委員会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、平成２６年３月３０日に発生した沖ノ鳥島における桟橋

本体の転覆事故について、設計及び施工方法等の状況把握を行い、事故原

因の究明及び再発防止に向けた技術的検討を行うことを目的とする。 

 

（検討内容） 

第３条 委員会においては、沖ノ鳥島港湾工事に関して以下に掲げる事項に

ついて検討を行う。 

(１)事故発生時の状況把握 

(２)設計及び施工計画のレビュー 

(３)事故原因の検討 

(４)再発防止策の検討 

(５)その他目的に必要な事項の検討 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、別表のとおりとする。 

 

（委員長） 

第５条 別表のとおり、委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は委員会の議長となり、議事の進行にあたる。 

３ 委員長がやむ得ない理由により出席できない場合は、委員のうちから委員

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（事務局） 

第６ 条 委員会の事務局は、国土交通省関東地方整備局港湾空港部とする。 

 

（委員会の招集） 

第７ 条 委員会の招集は、委員長が行う他、委員長の了承を得て事務局が招

集を行うことができることとする。 

  

別添１ 



（関係者からの意見聴取） 

第８条 委員長が必要と認めるときは、関係者を呼び意見を聞くことができ

る。 

 

（議事の公開） 

第９条 会議の議事については、非公開で行う。ただし、議事概要について、

事務局は委員長の確認を得たのち会議後速やかにホームページで公開する。

また、議事録については、一定の期間が経過した後公表する。 

 

（守秘義務） 

第 10 条 委員会委員は、委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 

 

附則 この規約は、平成 26 年 4 月 8日から施行する。 

 

 

 

 

 

（別表） 

 

委員長 京都大学防災研究所 教授 間瀬  肇 

委 員 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 鈴木 英之 

委 員 早稲田大学大学院創造理工学研究科 教授 依田 照彦 

委 員 (独)港湾空港技術研究所 理事長 高橋 重雄 

委 員 国土技術政策総合研究所 港湾研究部長 小泉 哲也 

（順不同、敬称略） 

 

 

 



委員会の位置づけ 

【関東地方整備局】 事業主体 

【本委員会】 外部有識者会議 

資料提示 資料要求 

専門的見地より調査を実施 
事故に関わる状況確認 
事故原因の検討 
再発防止策の検討 等 

３／３０ 

３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 

事故原因の特定、再発 
防止策の中間とりまとめ 

事業主体として 
当面の再発防止策の決定 

事故直後より、事業主体として必要な調査を実施 
事業主体として所有している事故に係る資料等
の整理 
委員会に対応するための調査の実施 
事故原因究明のための独自調査 
再発防止策の検討 等 

別添２ 



沖ノ鳥島 

南鳥島 

領海（内水を含む） 

接続水域 

公 海 

排他的経済水域 
（同水域には接続水域も含まれる） 

沖ノ鳥島による 
排他的経済水域 
約４２万k㎡ 

南鳥島による 
排他的経済水域 
約４３万k㎡ 

我が国の領海及び
排他的経済水域 
約４４７万k㎡ 

【南鳥島】 【沖ノ鳥島】 1 

遠隔離島における活動拠点整備 

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が

平成22年６月に施行。本法において、遠隔に位置する離島に船舶の係留、停泊、荷さばき等が可能となる港湾の

施設（特定離島港湾施設）の建設、改良及び管理は国土交通大臣が行うこととされている。 

「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のため

の低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基

づく基本計画が平成22年7月に閣議決定。(平成23年5月一

部変更) 

 本計画に基づき、本土から遠く離れた遠隔離島（南鳥島、

沖ノ鳥島）において、排他的経済水域及び大陸棚の保全及

び利用に関する活動の拠点として、船舶の係留、停泊、荷

さばき等が可能となる特定離島港湾施設を整備する。 
○特定離島港湾施設整備事業 

 南鳥島 

 ・事業期間：平成２２～２７年度 

 ・総事業費：２５０億円 

 ・事業内容：岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ） 

       泊地（水深８ｍ） 等 

 沖ノ鳥島島 

 ・事業期間：平成２３～２８年度 

 ・総事業費：７５０億円 

 ・事業内容：岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ） 

       泊地（水深８ｍ） 

       臨港道路 等 

 

別添３ 



荷捌施設 
南側 

０．４８ｋｍ 

荷捌施設 
南側０．４８ｋｍ 

中央桟橋

特定離島港湾施設（沖ノ鳥島）完成イメージ

事故発生箇所 

設置済 

未設置 

未設置 

設置済桟橋 

設置済桟橋 

事故発生箇所 

今回設置工事を 
行っていた中央桟橋 



シンキングバージ

新潮丸

誠陽丸

係留施設

中央桟橋海上運搬（北九州市若松から運搬）

たけ丸

事故までの流れ 

・北九州出航   3月20日16:40～ 
・沖ノ鳥島到着3月28日06:00 

・浮上開始3月30日06:40～  

3月30日07:20～ 転覆：3月30日07:30 

シンキング
バージで 
運搬中の 
中央桟橋 

シンキング 
バージに注水し 
中央桟橋を浮上 

浮上中に傾斜
した中央桟橋 

転倒し裏返しに
なった中央桟橋 

中央桟橋を引いた後の
シンキングバージ 

中央桟橋浮上

新潮丸

係留施設

ワイヤロープ

誠陽丸

浮上

注水沈下

中央桟橋引出し

シンキングバージ

新潮丸

係留施設 ワイヤロープ

誠陽丸

ＣＰ５００１（起重機船） 

中央桟橋 

起重機船に転倒した中央桟
橋を横付けしている状況 


